
平成３０年１０月１日施行 

■ ご不明な点につきましては、最寄りの運輸支局（陸運部）の検査整備保安 
 担当にお問い合わせください 

自動車運送事業者の皆様へ 

１ スペアタイヤ取付装置の緩み、がた及び損傷 

２ スペアタイヤの取付状態 

３ ツールボックスの取付部の緩み及び損傷 

◯自動車点検基準が一部改正されました 

 車両総重量８トン以上又は乗車定員３０人以上の大型自動車に限ります。 

＊３ヶ月ごとに行う点検項目が 追 加 されました。 

点検の結果は、必ず記録簿への記載が必要です。 

 今般の省令＊１改正により来年度から整備管理者選任後研修の通知を廃
止いたしますので、運送事業者の方は以下に該当する整備管理者に研修を受けさ
せるようにお願いします。 

   １ 整備管理者として新たに選任した方 
   ２ 前年度に研修を受講していない方 

 なお、整備管理者研修の案内については、管轄する運輸支局（陸運部）のホー
ムページに開催日程、申し込み方法などを掲載しますのでご確認下さい。 

＊１：貨物自動車運送事業輸送安全規則及び旅客自動車運送事業運輸規則 

近畿運輸局 滋賀運輸支局 

２０１８．７．② 

詳しくは、下記ホームページに掲載しております。 

 ・自動車点検基準の改正については、   

   http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/anzen/tenkenkijun.html 

 ・整備管理者の研修については、 

   http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/anzen/seibikanrisya.html 

〔対象自動車〕 

◯整備管理者選任後研修の通知が無くなります 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/anzen/tenkenkijun.html
http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/anzen/seibikanrisya.html

